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「共働き・共育て」推進のこうち共同宣言団体 各位

高知県子ども・福祉政策部

人権・男女共同参画課課長

こうち男性育休推進企業奨励金の創設に係る周知について（依頼）

平素より、「共働き・共育て」の推進に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本県では、県内事業者の生産性向上につながる働き方改革を強力に後押しするため、新たに「こ

うち男性育休推進企業奨励金」の創設を予定しています。

本奨励金は、男性の育児休業取得促進に取り組む従業員数300人以下の県内事業者を対象に、業務の

属人化解消や効率化などを含む環境整備の取組等を支援することにより、従業員の定着率向上及び職場

の生産性向上を図ることを目的としています。

公募開始は令和８年４月を予定しておりますが、より多くの事業者に活用いただくためには、「共働

き・共育て」推進のこうち共同宣言団体の皆様のお力添えが大変重要と考えております。

つきましては、現時点での奨励金概要につきまして、下記ホームページに掲載するとともに、参考資

料としてチラシを添付しておりますので、内容をご確認いただき、会員事業者等への情報提供にご協力

賜りますようお願い申し上げます。

なお、公募要領等の詳細につきましては、令和８年３月24日頃に同ホームページ内へ掲載予定です。

また、本奨励金の執行につきましては、県議会における予算議決が前提となります。そのため、今後

の審議状況により内容の変更または中止となる場合がありますので、あらかじめご了承くださいますよ

うお願い申し上げます。

すべての人が希望に応じて家庭でも仕事でも活躍できる社会の実現に向け、何卒ご理解とご協力を賜

りますようお願い申し上げます。

記

１ 添付資料

こうち男性育休推進企業奨励金チラシ

２ 参考

【人権・男女共同参画課ホームページ】

https://www.pref.kochi.lg.jp/doc/2026021900325/

【お問い合わせ先】

〒780-8570 高知市丸ノ内１－２－20

高知県子ども・福祉政策部人権・男女共同参画課

女性の活躍推進室 島村

TEL 088-823-9651

E-mail 060901@ken.pref.kochi.lg.jp


